
  熊本県精神科救急医療確保事業実施要項 

 

（目的） 

第１条  熊本県精神科救急医療確保事業（以下「事業」という。）は、公益社団法人熊本県

精神科協会（以下「熊精協」という。）の協力を得て、休日・夜間における精神疾患の急

発及び急変のため、速やかに精神科治療を必要とする者に対し、迅速かつ適切な医療及び

保護を図ることにより、もって精神障害者の社会復帰を支援することを目的とする。 

 

（実施主体） 

第２条 事業の実施主体は、熊本県及び熊本市とする。 

 

（対象者） 

第３条  精神疾患の急発及び急変のため、医療及び保護を必要とする精神障害者等（精神保

健及び精神障害者福祉に関する法律（以下「法」という。）第29条及び第29条の2に規定

する措置入院対象者を除く。）を対象者とする。 

 

（医療連携体制の基本的構成） 

第４条  医療連携体制は、精神科初期救急医療、精神科二次救急医療及び精神科後方医療か

らなる。 

 

（精神科地域医療・ケア体制） 

第５条  精神科救急医療の基本は、地域医療及び地域ケアにある。 

２ 医療連携体制の各段階で急性期を脱した者は、原則としてそれぞれの精神科地域医療・

ケア体制において受け入れられ、治療・ケアの一貫性・継続性を確保されるものである。 

３  各医療機関及び関係機関は、事業の円滑な運営に協力するものとする。 

 

（精神科初期救急医療） 

第６条  精神科初期救急医療は、かかりつけ医及び二次保健医療圏毎に関係諸機関の連携に

より組み立てられる精神科地域医療・ケア体制の中で、各医療機関が行う。 

 

（精神科二次救急医療） 

第７条  精神科二次救急医療は、診療時間等の制約で、地域における精神科初期救急医療で

は対応が困難な場合に、精神科救急医療施設において実施する。 

 

（実施日及び実施時間） 

第８条  精神科二次救急医療の実施日及び実施時間は、次の各号に掲げるとおりとする。 

（１）休日の昼間 午前9時から午後5時まで 

（２）夜間 午後5時から翌日午前9時まで 

２ 前項において、休日とは土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する日及び年

末年始（12月29日から1月3日まで）をいい、夜間とは平日（休日以外の日）及び休日の夜



間をいう。 

 

（精神科救急医療施設） 

第９条  精神科二次救急医療は、精神科救急医療圏毎に精神科救急医療施設の輪番体制によ

り実施する。 

２  精神科救急医療施設は、本事業が実施可能な精神科病院の中から知事が指定する。 

    なお、精神科救急医療施設の指定に当たっては、熊精協の推薦により行うものとする。 

３  精神科救急医療施設の指定を受けようとする精神科病院の管理者は、知事が別に定める

日までに申請書（様式1）を熊本県に提出するものとする。 

 

（指定期間） 

第10条 前条第2項により指定する期間は、3年間とする。 

 

（精神科救急医療圏） 

第11条  精神科二次救急医療は、次の二つの精神科救急医療圏を単位として実施する。 

精神科救急医療圏 管 轄 保 健 所 名 

北部ブロック 
熊本市保健所（旧熊本西保健所の管轄区域に限る。）、有明保

健所、山鹿保健所、菊池保健所、阿蘇保健所 

南部ブロック 

熊本市保健所（旧熊本保健所の管轄区域に限る。）、御船保健

所、宇城保健所、八代保健所、水俣保健所、人吉保健所、天草

保健所 

 

（事業内容） 

第12条  精神科二次救急医療は、次のとおり実施する。 

 (1)輪番体制 

    第8条第1項第1号に規定する休日の昼間においては、精神科救急医療圏ごとに一つの精

神科救急医療施設の輪番体制を組むものとし、同条同項第2号に規定する夜間において

は、第11条の規定にかかわらず、当分の間、全県を1圏域として精神科救急医療施設の輪

番体制を組むものとする。 

 (2)診療体制 

    精神科救急医療施設は、当番日において、診察を行うため精神保健指定医（オンコ－ル

可）及び看護師等を待機させるとともに、入院のための空床を確保するものとする。 

 (3)相談及び診療の受付 

    精神科救急医療施設は、当番日において、精神科二次救急医療の相談及び診療を受け付

けるものとする。 

 (4)応急入院該当患者の取扱い 

   (3)の相談の受付時において、法第33条の7に規定する応急入院の対象者であると認めら

れる場合には、応急入院指定病院と調整のうえ、応急入院指定病院を紹介するものとす

る。 



 (5)転院承諾書 

    入院を必要とする場合は、次条に規定する精神科後方病院等への転院を容易にするた

め、あらかじめ保護者等から転院に関する承諾書（様式2）を徴しておくものとする。 

 (6)事業実施報告 

    精神科救急医療施設は、事業実施月の翌月10日までに、熊精協に事業実施報告書（様式

3）を提出するものとする。 

 

（精神科後方医療施設） 

第13条  精神科後方医療は、精神科救急医療施設で対応が困難な場合に、精神科後方病院、

合併症後方病院又は精神科後方協力病院において実施する。 

 (1)精神科後方病院 

    精神症状のため当該精神科救急医療施設及び合併症後方病院で対応が困難な者について

は、調整のうえ、次項により知事が指定した精神科後方病院が受入れを行う。 

    なお、精神科後方病院への受入れの依頼は、精神科救急医療施設においては当番日の翌

日以降、合併症後方病院においては身体症状が改善するも、なお精神科後方病院での治療

が必要な時に行うものとする。 

 (2)合併症後方病院 

    身体合併症のため、当該精神科救急医療施設及び精神科後方病院で対応できない者につ

いては、調整のうえ、次項により知事が指定した合併症後方病院が受入れを行う。 

    なお、身体症状が重篤である者の治療や精神症状が軽微な者の身体合併症治療は、従来

どおり一般救急治療施設を優先するものとする。 

 (3)精神科後方協力病院 

    精神科後方病院が受け入れた者のうち精神症状が急性期を脱した者で、なお入院を必要

とする者及び合併症後方病院が受け入れた精神障害者で、身体症状が改善し一般の精神病

院において治療可能となった者のうち、地域の医療機関において対応が困難な者について

は、調整のうえ、精神科後方協力病院が受入れを行うものとする。 

 (4)転帰状況報告 

    精神科後方病院及び合併症後方病院は、精神科救急医療施設から受け入れた転院患者が

転帰した場合、転帰月の翌月10日までに熊精協に後方病院転帰状況報告書（様式4）を提

出するものとする。 

２ 精神科後方病院及び合併症後方病院については、知事が必要と認めた場合、精神科後方

医療施設として指定するものとする。 

 

 

（調整窓口） 

第14条  精神科救急医療施設、精神科後方病院、合併症後方病院及び精神科後方協力病院間

の転院調整は、原則として医療機関相互で行うものとする。ただし、当分の間、精神科救

急医療施設から精神科後方病院への転院調整並びに精神科後方病院及び合併症後方病院か

ら精神科後方協力病院への転院調整については、必要に応じて県障がい者支援課も加わる

ものとする。 



 

（移送） 

第15条  移送は、原則として受診等の依頼者が移送するものとする。 

２  身体合併症の重篤な精神障害者については、消防機関に移送の協力を得るものとする。 

３  警察保護された精神障害者については、必要に応じて警察に移送の協力を得るものとす

る。 

４  転院が必要な精神障害者の移送は、医療機関相互の協議によるものとする。 

 

（事業の委託） 

第16条  県及び熊本市は、次に掲げる事業を熊精協に委託して実施するものとする。 

 (1)第12条第1号に規定する輪番体制の調整、当番表の作成及び関係機関への連絡 

 (2)同条第2号に規定する職員及び空床の確保 

 (3)同条第6号に規定する事業実施報告書と第13条第4号に規定する後方病院転帰状況報告書

のとりまとめ及び様式5による県への報告 

 (4)第13条第1項第3号に規定する精神科後方協力病院の推薦 

 (5)その他前各号に付随する事業 

 

（その他） 

第17条  県及び熊本市は、事業の円滑な維持、発展を図るため、必要に応じて熊精協及びそ

の他の関係機関と協議のうえ見直しを図るものとする。 

 

    附  則 

 この要項は、平成9年12月2日から施行する。 

    附  則 

 この要項は、平成10年10月1日から施行する。 

   附 則 

 この要項は、平成11年8月1日から施行し、改正後の第9条の規定は、平成11年4月1日から

適用する。 

      附 則 

  この要項は、平成15年4月1日から施行する。 

   附 則 

 この要項は、平成18年7月12日から施行する。 

    附  則 

 この要項は、平成24年7月9日から施行し、平成24年4月1日から適用する。 

   附 則 

 この要項は、平成25年4月1日から施行する。 

   附 則 

 この要項は、令和2年3月25日から施行する。 

   附 則 

 この要項は、令和4年4月1日から施行する。 



様式1 

 

精神科救急医療施設指定申請書 

 

 

                                 第     号 

                                 年  月  日 

 

 熊本県知事        様 

   

 

 

                         所在地 

                          

病院名 

                          

病院管理者         印 

 

 

 熊本県精神科救急医療確保事業実施要項第9条第3項の規定に基づき、精神科救急医療 

 

施設として指定を受けたいので、別紙のとおり関係書類を添えて申請します。 

  

なお、指定後は、上記要項に規定する精神科救急医療施設業務を適正に行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 添付書類 

   １ 指定を受ける病院の概要（別紙1） 

   ２ その他参考となる資料 



別紙1

1　医師

2　看護師

3　ＰＳＷ

4　事務職員

5　その他職員 人

人

人

搬　 送 　体 　制

確保できる空床数

1　救急車　　台　 2　その他　　　台

　　　　　　　　　　　床　　　　　（うち保護室　　　室）　　　　

非常勤

勤 務 医 師 数

人 （　　うち指定医　　人）

休日及び平日夜間に
おける診療体制

精神科医
その他の
医師

常勤

指定医 その他

合計

（1）当　直　（2）　オンコール　の別

人

指定を受ける病院の概要

（　　　年　　月　　日現在）

床

　　年　　月　　日　　　

病　　　院　　　名

病 院 管 理 者 名

所　　　在　　　地

精 神 科 病 床 数

応急入院指定病院の
指定状況

指定年月日

指定時の看護体制



様式2 

 

転  院  承  諾  書 

 

 

                                                          

年  月  日 

 

 精神科救急医療施設を利用するに当たり、下記の者が他の精神科病院に転院する必要が

生じたときは、転院について承諾します。 

   

記 

 

救急患者住所                          

                          

救急患者氏名                   年  月  日生（満  歳） 

                          

 

 

 

               保護者住所     

 

               保護者氏名                

 

               続   柄 

 

 

 

 

  病院管理者 

                     様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式3 

 

                                 第     号 

                                 年  月  日 

 

 熊本県精神科協会長 様 

   

病院長         

 

熊本県精神科救急医療確保事業実施報告書の提出について 

 このことについて、   年 月分を別紙のとおり提出します。 

                        

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式3別紙1

　　　年　　　月分

休　　日
の昼間
（　　回）

夜間
（　　回）

合　　計
（　　回）

1　男性

２　女性

３　不明

　　合計

1　精神科初期救急医療機関からの紹介

2　一般救急医療機関からの紹介

3  精神科救急情報センターからの紹介

4　紹介なし

5　不明 　

　　合計

1　家族等

2　警察

3　消防

4　その他

5　自主来院

6　電話

　　合計

1　自院患者

2　他院患者

3　通院等なし

４　不明

　　　合計

1　相談

　　①来院

　　②電話

2　診察

3　その他

　　合計

1　助言指導

2　外来診察

3　入院

　　①任意入院

　　②医療保護入院

　　③その他の入院

4　その他

　　合計

1　精神疾患

　　①器質性精神障害（Ｆ０）

　　②精神作用物質（Ｆ１）

　　③統合失調症（Ｆ２）

　　④気分障害（Ｆ３）

　　⑤神経症性障害（Ｆ４）

　　⑥生理的障害（Ｆ５）

　　⑦パーソナリティ障害（Ｆ６）

　　⑧精神遅滞（Ｆ７）

　　⑨心理的発達（Ｆ８）

　　⑩小児・青年期（Ｆ９）

　　⑪てんかん

2　その他

　　合計

1　有

2　無

3　不明

　　合計

1　当該病院入院中

　　①任意入院

　　②医療保護入院

　　③その他の入院

2　精神科後方病院転院

3　地域精神科転院

4　地域精神科外来通院

5　当該病院外来通院

6　その他

　　合計
※個票（別紙２「精神科二次救急医療事業実施状況」）を添付のこと
注：　当月の当番回数を記入のこと。個票の受診状況の合計を転記すること。

転　帰　状　況
（入院患者について）

保護者の有無
（入院患者について）

病　　　名

熊本県精神科救急医療確保事業実施報告書

目　　　　的

処理内容

項　　　　　　　　目

救急患者数

精神科初期救急
医療機関等から
の紹介状況

移送者・期間の
有　　　　　　無

救急患者について

〔病院名    　　　　　　　　　　　　　　　　〕



様式3別紙2

　③　統合失調症（Ｆ２）

注：受信者がない場合もこの用紙は当番日を記載のうえ提出のこと

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　　　　　　　　　　　　病院）

通　　　院　　　歴

２　夜間
　　実　　　施　　　日 年　　月　　日（　　）

熊本県精神科救急医療確保事業実施報告書

［病院名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　］

目　　　　　　　　的

処　 理 　内 　容

１　助言指導

１　相談（（１）来院　（２）電話）　　　２　診察　　　　３　　その他（　　　　　　　　）

　　１　任意入院

　⑦　パーソナリティ障害（Ｆ６）

1　精神疾患

④　気分障害（Ｆ３）

（個票　　　　　　　　番）

実施時間帯
１　休日の昼間　　　

３　精神科救急情報センターからの紹介

１　当病院入院中　　　２　精神科後方病院転院（　　年　月　日から　　　　へ）

処　 置 　状 　況

（隔離室使用状況含む）

来 院 時 の 状 況

　　３　その他の入院（　　　　　　　　　　　）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　　　　　　　　　　　　病院・　診療所　）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

　①　器質性精神障害（Ｆ０）

　⑤　神経症性障害（Ｆ４）

　１　任意入院　　　　　３　地域精神科転院　　　（　　年　月　日から　　　　へ）

②　精神作用物質（Ｆ１）

⑧ 精神遅滞（Ｆ７）

　　

　　２　医療保護入院

２　外来診察

３　入院 ４　その他（　　　　　　　　　　　　　）

　　（　　　　　　　　）　　６　その他（　　　　　　）　  （　　年　月　日から　　　　へ）

　　　相談・診察対応
　　　時間

無
5　自主来院

６　電話

２　一般救急医療機関からの紹介　 　　　（病院名　　　　　　　　　　　　　）

　　　移送者・機関
　　　の有無

有
1　家族等　３　消防

2　警察　　 ４  その他（　　　）

４　紹介なし　　　　　５　不明

時　　　　分　　　　　～　　　　　時　　　分

　　　精神科初期救急
　　　医療機関からの
　　　紹介状況

１　精神科初期救急医療機関からの紹介（病院名　　　　　　　　　　　　　）

救 急 患 者 氏 名

救急患者について １　自院患者　　２　他院患者（・精神科病院　・精神科診療所・一般科）　３　通院等なし　４不明

保　護　者　住　所 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話　　　　（　　　　　　）

救 急 患 者 住 所 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話　　　　（　　　　　　）

保　護　者　氏　名

男・女・不明　　　  生年月日 年　月　日生・満　　歳

主 治 医 氏 名

転　 帰 　状 　況

　⑨　心理的発達（Ｆ８）

　３　その他の入院　　５　当該病院外来通院　 （　　年　月　日から　　　　へ）

　※　実施日の空床確保について　　　　　　　　　　　　空床あり　・　空床なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

入　　　院　　　歴

病　　　　　　　名

２　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

⑥　生理的障害（Ｆ５）

　⑪　てんかん

⑩　小児・青年期（Ｆ９）

　２　医療保護入院　　４　地域精神科外来通院（　　年　月　日から　　　　へ）



様式3別紙３ 令和  年 月

日

緊急
措置入院

措置
入院

応急
入院

医療
保護入院

任意
入院

その他

1 日
2 日
3 日
4 日
5 日
6 日
7 日
8 日
9 日
10 日

計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

小計 0 小計 0 小計 0

当番日数:

事
例
数

受
診
日

受診時間帯
該当項目に「１」を入力

複数回答不可

受診経路
該当項目に「１」を入力

複数回答不可

帰結
該当項目に「１」を入力

複数回答不可
入      院 

受診前相談による受療調整
該当項目に「１」を入力

24時間精神
医療相談窓

口

受療調整な
し

精神科救急医療体制整備事業・施設月報

0

月次総計

他の医療機
関（精神

科）からの
紹介・転院

搬送

救急搬送
（転院搬送

以外）
行政機関

当事者（本
人、家族等
による直接

受診）

その他 非入院休日日中 夜間
精神科救急
情報セン

ター

他の医療機
関（精神科
以外）から
の紹介・転

院搬送

病院名:

記入上の注意
＊精神科救急医療体制整備事業の対象患者のみについて、1事例1行で該当項目に半角数字の1を入れて下さい。

＊受診日:精神科救急医療体制整備事業による救急受診があった日にのみ、その日付を記入して下さい。同日に複数受診があれば、同じ日付が重複します。

＊受診時間帯:「休日日中」は休日の9:00から17:00までの間、「夜間」は平日・休日を問わず17:00から翌日9:00までの間に診療を開始した事例です。該当項目1つだけに半角数字の1

を入れてください。

＊受診経路:下の「受診経路入力における留意点」を参考に、複数による場合も該当項目に1つだけに半角数字の1を入れてください。

＊受診前相談の経由:医療機関への受診に際して「24時間精神医療相談窓口」「精神科救急情報センター」による受療調整が行われた場合、該当項目に半角数字の1を入れてください（両

方を経由した場合には両方ともに入力）。受療調整が行われなかった場合には「経由なし」に半角数字の1を入れてください。

＊帰結:該当項目に1つだけ半角数字の1を入れて下さい。

＊合計は自動計算され、各項目の小計は月次総計と同値となります。

●受診経路の入力における留意点

＊他の医療機関（精神科以外）からの紹介・転院搬送:医療機関への受診に際して、精神科以外の他の医療機関からの紹介や転院搬送である場合に選択して下さい。

＊他の医療機関（精神科）からの紹介・転院搬送:医療機関への受診に際して、他の精神科医療機関からの紹介や転院搬送である場合に選択して下さい。

＊救急搬送:医療機関への受診に際して、転院搬送を除く消防救急による搬送であった場合に選択して下さい。

＊行政機関:医療機関への受診に際して、他の医療機関からの紹介や救急搬送ではなく、保健所や警察等の行政機関によるものである場合に選択してください。

＊当事者（本人、家族等による受診）:医療機関への受診に際して、他の医療機関からの紹介や救急搬送による受診、行政機関によるものにも当てはまらない、当事者（本人、家族等）に

よる受診であった場合に選択して下さい。

＊その他:医療機関への受診に際して、他の選択肢に該当しない場合に選択してください。



様式4 

 

                                 第     号 

                                 年  月  日 

 

 

 熊本県精神科協会長 様 

 

   

病院長         

 

 

後方病院転帰状況報告書の提出について 

 

 このことについて、別紙のとおり提出します。 

                        

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式4別紙

主 治 医 氏 名 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

電話　　　　　　　（　　　　　）　　

３　脳器質性精神障害

５　精神遅滞

1　精神科後方病院転院　　　　　　（　　　年　　　月　　　日から　　　　　　へ）

後方病院転帰状況報告書

［病院名　　　　　　　　　　　　　　　　　　］

転院患者氏名 男・女 生年月日

転　　院　　日 年　　月　　日（　　）　

年　月　日・満　　歳

精神科救急医療施設名

転院患者住所

保 護 者 住 所

電話　　　　　　　（　　　　　）　　

保 護 者 氏 名

１　任意入院　　　　　　２　医療保護入院　　　　　　３　その他の入院（　　　　　）　　

２　そううつ病圏

４　中毒性精神障害

処　理　内　容

６　てんかん及びてんかん精神病

８　人格障害

１　統合失調症　　　　　

７　神経症圏

転　帰　状　況

病　　　　　　名

５　その他（　　　　　　　　 ）　　　　　（　　　年　　　月　　　日から　　　　　　へ）

４　当該病院外来通院　　　 　　　　（　　　年　　　月　　　日から　　　　　　へ）

２　地域精神科転院　　　　　　　　　（　　　年　　　月　　　日から　　　　　　へ）

３　地域精神科外来通院　　　　　　（　　　年　　　月　　　日から　　　　　　へ）

９　その他の精神疾患（　　　　　　　）



様式5 

 

                                 第     号 

                                 年  月  日 

 

 熊本県○○○○部長 様 

   

熊本県精神科病院協会長         

 

精神科二次救急医療事業実施報告書の提出について 

 このことについて、    年  月分を別紙のとおり提出します。 

                        

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



医師 看護師 その他 医師 看護師 その他

４月

５月

６月

７月

８月

９月

１０月

１１月

１２月

１月

２月

３月

合計

　　　２　空床確保数については、当番日において実際に確保した空床数を記入すること。

様式5別紙1

　　年度熊本県精神科救急医療確保事業実績報告書

（注）１　職員配置については、月別に実人員を記入すること。

当番
日数

職員配置

夜間

空床
確保数

当番
日数

月別 職員配置
空床
確保数

休日の昼間



様式5別紙2

　③　統合失調症（Ｆ２）　　　　　　　 　　

　※　実施日の空床確保について　　　　　　　　　　　　空床あり　・　空床なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

入　　　院　　　歴

病　　　　　　　名

２　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

⑥　生理的障害（Ｆ５）

　⑪　てんかん

救 急 患 者 氏 名

救急患者について １　自院患者　　２　他院患者（・精神科病院　・精神科診療所・一般科）　３　通院等なし　４不明

保　護　者　住　所 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話　　　　（　　　　　　）

救 急 患 者 住 所 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話　　　　（　　　　　　）

保　護　者　氏　名

　　　相談・診察対応
　　　時間

無
5　自主来院

６　電話

２　一般救急医療機関からの紹介　 　　　（病院名　　　　　　　　　　　　　）

　　　移送者・機関
　　　の有無

有
1　家族等　３　消防

2　警察　　 ４  その他（　　　）

来 院 時 の 状 況

　　３　その他の入院（　　　　　　　　　　　）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　　　　　　　　　　　　病院・　診療所　）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

　①　器質性精神障害（Ｆ０）

　⑤　神経症性障害（Ｆ４）

　１　任意入院　　　　　３　地域精神科転院　　　（　　年　月　日から　　　　へ）

②　精神作用物質（Ｆ１）

⑧ 精神遅滞（Ｆ７）

⑩　小児・青年期（Ｆ９）

　２　医療保護入院　　４　地域精神科外来通院（　　年　月　日から　　　　へ）

主 治 医 氏 名

転　 帰 　状 　況

　⑨　心理的発達（Ｆ８）

　３　その他の入院　　５　当該病院外来通院　 （　　年　月　日から　　　　へ）

　　

　　２　医療保護入院

２　外来診察

４　紹介なし　　　　　５　不明

時　　　　分　　　　　～　　　　　時　　　分

男・女・不明　　　  生年月日 年　月　日生・満　　歳

３　入院 ４　その他（　　　　　　　　　　　　　）

１　当病院入院中　　　２　精神科後方病院転院（　　年　月　日から　　　　へ）

　　（　　　　　　　　）　　６　その他（　　　　　　）　  （　　年　月　日から　　　　へ）

注：受信者がない場合もこの用紙は当番日を記載のうえ提出のこと

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　　　　　　　　　　　　病院）

通　　　院　　　歴

２　夜間
　　実　　　施　　　日 年　　月　　日（　　）

熊本県精神科救急医療確保事業実施報告書

［病院名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　］

　　　精神科初期救急
　　　医療機関からの
　　　紹介状況

１　精神科初期救急医療機関からの紹介（病院名　　　　　　　　　　　　　）

（個票　　　　　　　　番）

実施時間帯
１　休日の昼間　　　

３　精神科救急情報センターからの紹介

（隔離室使用状況含む）

　　１　任意入院

　⑦　パーソナリティ障害（Ｆ６）

1　精神疾患

④　気分障害（Ｆ３）

目　　　　　　　　的

処　 理 　内 　容

１　助言指導

１　相談（（１）来院　（２）電話）　　　２　診察　　　　３　　その他（　　　　　　　　）

処　 置 　状 　況



様式5別紙3 令和  年 月

緊急
措置入院

措置
入院

応急
入院

医療
保護入院

任意
入院

その他

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

受診前相談による受療調整

精神科救急
情報セン

ター

24時間精神
医療相談窓

口

受療調整な
し

精神科救急医療体制整備事業・月報（集計表）

圏域名 医療施設名

受診時間帯 受診経路 帰結
入      院 

月間合計
他の医療機
関（精神

科）からの
紹介・転院

搬送

救急搬送
（転院搬送

以外）
行政機関

当事者（本
人、家族等
による直接

受診）

その他 非入院休日日中 夜間

他の医療機
関（精神科
以外）から
の紹介・転

院搬送



様式5別紙4 令和 年度

緊急
措置入院

措置
入院

応急
入院

医療
保護入院

任意
入院

その他

4 月
5 月
6 月
7 月
8 月
9 月
10 月
11 月
12 月
1 月
2 月
3 月

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

精神科救急医療体制整備事業・全域年報

月

受診時間帯 受診経路 帰結
入      院 当事者（本

人、家族等
による直接

受診）

その他 非入院

受診前相談による受療調整

精神科救急
情報セン

ター

24時間精神
医療相談窓

口

受療調整な
し

年間合計

月
間
合
計

他の医療機
関（精神

科）からの
紹介・転院

搬送

救急搬送
（転院搬送

以外）
行政機関休日日中 夜間

他の医療機
関（精神科
以外）から
の紹介・転

院搬送


